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警察がSNSで連絡したり、逮捕状の画像をインターネット上で

提示することは絶対にありません！

また、口座情報を聞いたり、入力するよう要求することもあり

ませんので、不審に感じたら、最寄りの警察署へご相談ください。

他県警においては、警察官をかたる者が

「あなたが捜査対象になっている」

などと言って、SNSなどでURLを送り付け

「警察公式サイトを模倣した偽サイト」

に誘導して、被害者の名前が書かれた逮捕状の画像を

表示し、現金を振り込ませる手口が確認されているこ

とから注意が必要です。
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